
 

 

新潟県人口減少問題対策推進県民会議設置要綱 
 

（目 的） 

第１条 人口減少に歯止めをかけ、将来的な人口定常化を目指すとともに、現在より少な

い人口であっても成長力のある持続可能な社会の構築に向け、人口減少問題につい

て危機意識の共有を図り、オール新潟での取組を推進するため、「新潟県人口減少

問題対策推進県民会議」（以下「県民会議」という。）を設置する。 

 

（活動内容） 

第２条 県民会議は、次の活動を行うものとする。 

(1) 新潟県における人口の現状等の共有 

(2) 人口減少問題に関する取組の推進 

(3)  その他県民会議の目的を達成するために必要な事項 

 

(構 成) 

第３条 県民会議の構成員は、別表のとおりとする。 

    なお、適宜必要な関係機関を加えることができるものとする。 

 

（会 議） 

第４条 会議は、知事が招集する。 

２ 会長は、知事が務めるものとする。なお、知事が不在の場合は代理を置くことがで

きるものとする。 

３ 県民会議は公開とする。 

４ 県民会議には、必要に応じ構成機関以外の関係者の出席及び意見を求めることがで

きる。 

 

（ワーキング） 

第５条 人口減少対策を検討するため、県民会議にワーキングを設置することができる。 

 

（事務局） 

第６条 本会の事務の処理及び運営の円滑化を図るため、事務局を新潟県知事政策局政策

企画課内に置く。 

  

（その他） 

第７条 この要綱に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

（附則） 

 この要綱は、令和７年９月４日から施行する。 

（附則） 

 この要綱は、令和８年４月 15 日から施行する。 

 

資料１ 



(一社)新潟県経営者協会 (一社)新潟県商工会議所連合会

新潟県中小企業団体中央会 新潟県商工会連合会

新潟経済同友会 (公財)にいがた産業創造機構

(公社)新潟県観光協会 (公財)新潟県スポーツ協会

新潟県農業協同組合中央会 新潟県漁業協同組合連合会

新潟県森林組合連合会 新潟県土地改良事業団体連合会

(一社)新潟県建設業協会 (一社)新潟県建設専門工事業団体連合会

(公社)新潟県トラック協会 (公社)新潟県バス協会

【行政 （４団体）】

新潟県 新潟県市長会

新潟県町村会 新潟労働局

高等教育コンソーシアムにいがた (一財)Ambitious NIIGATA

(一社)新潟県専門学校協会 新潟県高等学校長協会

新潟県高等学校ＰＴＡ連合会 新潟県小学校長会

新潟県中学校長会　 新潟県小中学校ＰＴＡ連合会

新潟県私立中学高等学校協会 (一社)新潟県私立幼稚園・認定こども園協会

 (株)第四北越銀行 (株)大光銀行

新潟県信用組合協会 新潟県信用金庫協会

(一社)生命保険協会新潟県協会

日本労働組合総連合会新潟県連合会

(株)新潟日報社 毎日新聞新潟支局

読売新聞新潟支局 産経新聞社新潟支局

朝日新聞新潟総局 共同通信社新潟支局

時事通信社新潟支局 日本経済新聞新潟支局

NHK新潟放送局 (株)NST新潟総合テレビ

(株)テレビ新潟放送網（TeNY） (株)新潟放送(BSN)

(株)新潟テレビ21(UX) (株)エフエムラジオ新潟

日刊工業新聞社新潟支局

(一社)新潟県医師会 (公社)新潟県看護協会

(一社)新潟県歯科医師会 (社福)新潟県社会福祉協議会

新潟県保育連盟 (公社)新潟県薬剤師会

(公財)新潟県女性財団

計58団体

【男女共同参画関係団体（１団体）】

「新潟県人口減少問題対策推進県民会議」構成団体等一覧

【教育関係団体 （10団体）】

【報道機関（15団体）】

【福祉関係団体（６団体）】

【労働団体（１団体）】

【産業団体（16団体）】

【金融機関（５団体）】


